
 

 

 

インターネット環境が整備されていないご家庭へのモバイル Wi-Fi ルーターの無償 

貸与、就学援助等のご家庭へのオンライン学習通信費の支援について（ご案内） 
 

 

長与町では、タブレット端末を家庭学習でも活用できるよう、デジタル教材の家庭学習への導入

を計画しており、貸与したタブレット端末を活用して、ご家庭で学習するためには、各ご家庭に  

Wi-Fi（無線通信）環境を整備していただく必要があります。 

 そこで、下記の貸与及び援助世帯を対象とした補助を実施しております。 
 

（１）インターネット環境が整備されていないご家庭へのモバイル Wi-Fi ルーター   

（本体のみ）の無償貸与 

1 人につき１台貸与。 

※通信契約及び通信にかかる費用は保護者負担となります。 

※使用できる SIM カードは microSIM です。それ以外の大きさの SIM カードは利用
できませんので、ご注意ください。 
SIM カードは、大手キャリア（ドコモ、ａｕ、ソフトバンク）の携帯ショップ・家
電量販店・スマートフォンを扱う店舗・ホームページなどから購入できます。 
貸出するルーターには、SIM カードは入っておりません。SIM カードが使用でき
るか契約する携帯電話会社等にご確認ください。 

 

（２）就学援助又は特別支援教育就学奨励費対象（区分Ⅰのみ）のご家庭へのオンライン 

 学習通信費の支援 

（１）に該当する方の内、就学援助又は特別支援教育就学奨励費（区分Ⅰのみ）を   

受けておられるご家庭については、データ通信の補助として、毎月 5GB 使用可能

なデータ専用 SIM カードを、ルーターにセットしてお渡しします 

 

  

   ○上記に該当し貸与を希望される方は、別添の貸与申請書（様式第１号）をお子様が  

所属される学校へご提出下さい。（担任の先生経由で貸与申請書様式を受け取ること

も可能です） 

 

 

詳しくは、長与町教育総務課 総務班（☎０９５－８０１－５６８０）まで 

お問い合わせください                

                                  

 

 

 


